
 

 

 

１０月分                            №２ 

件 名 
 岐阜県立障がい者職業能力開発校の秋入学と定員増

加について 

受付日 令和 5年１０月１０日 

ご意見・ご提案

の概要 

 岐阜県立障がい者職業能力開発校について、秋入学

の導入及び定員の増加を図り、障がい者がスキルアッ

プを目指す環境を整えてほしい。 

県の考え方 岐阜県立障がい者職業能力開発校は、一般就労を目

指す障がいのある方が、働くときに必要となる知識や

技能を習得するための職業訓練を行う、令和２年度に

開設した施設です。 

 当校では、有識者の意見を踏まえたカリキュラムに

より、1 年間の一貫した訓練を行っておりますので、

秋入学など、年度途中からの訓練や短期間の訓練を希

望される方に対しては、別途、民間機関に委託して行

うＩＴ技能習得訓練や職場での実践的な能力を習得す

るための訓練をご案内しています。 

 また、当校の定員は３科１０名の合計３０名である

一方、入校者数は令和４年度を除いて定員を満たして

おらず、入校者の増加に向けて広報活動等に取り組ん

でいるところであり、現時点で、定員の増加を検討す

る段階まで至っておりません。 

 今回いただきましたご意見については、今後の当校

の運営に当たり参考にさせていただきます。 
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